
宍粟市教育委員会規則第５号 

 

宍粟市通学バス管理運行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成29年４月10日 

 

宍粟市教育長  西 岡 章 寿 

 

 

   宍粟市通学バス管理運行規則の一部を改正する規則 

 

宍粟市通学バス管理運行規則（平成28年宍粟市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１項第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(７) 一宮北中学校 一宮町倉床、一宮町横山（大坪地区に限る。）及び一宮町黒原 

   附 則 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

 


